
（263）

平成31(2019)年
３月26日(火)
第3075号

平成31（2019）年３月26日　火曜日

告 示

目　　　　　　 次

告　　　　示
○悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準の一部改正………………………………………………… 263
○自衛官候補生の募集期間…………………………………………………………………………………………… 264
○自衛官候補生の採用試験の試験期日等…………………………………………………………………………… 264
○専修学校の設置認可………………………………………………………………………………………………… 264
○行政不服審査法による裁決の公示送達…………………………………………………………………………… 264
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の指
　定……………………………………………………………………………………………………………………… 265
○同……………………………………………………………………………………………………………………… 265
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の指
　定に係る変更………………………………………………………………………………………………………… 266
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の指
　定辞退………………………………………………………………………………………………………………… 267
○県営土地改良事業計画の決定……………………………………………………………………………………… 267
○道路の区域の変更…………………………………………………………………………………………………… 267
○道路の供用開始……………………………………………………………………………………………………… 268
○土地区画整理組合の定款変更の認可……………………………………………………………………………… 269
○土地区画整理組合の事業計画変更の認可………………………………………………………………………… 269
○都市計画事業の認可………………………………………………………………………………………………… 270
○都市計画事業計画の変更認可……………………………………………………………………………………… 270
○建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の確認検査業務廃止…………………………………………… 271

栃 木 県 告 示 第 百 四 十 号

　 悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　　 平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

別 表
壬 生 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園 、 お も

ち ゃ の ま ち 幼 稚 園　　　　　　　

　　　　　 、 壬 生 町 立 い な ば 保 育

園　　　　　　　　　　　　 、 障

害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び 介 護 老

人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ ぞ れ 周

囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略

別 表
壬 生 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園 、 お も

ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 、 壬 生 町 立 や す

づ か 保 育 園 、 壬 生 町 立 い な ば 保 育

園 、 壬 生 町 立 す け が い 保 育 園 、 障

害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び 介 護 老

人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ ぞ れ 周

囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略

（ 環 境 保 全 課 ）　

栃 木 県 告 示 第 百 四 十 号

　 悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　　 平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

別 表
壬 生 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園 、 お も

ち ゃ の ま ち 幼 稚 園　　　　　　　

　　　　　 、 壬 生 町 立 い な ば 保 育

園　　　　　　　　　　　　 、 障

害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び 介 護 老

人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ ぞ れ 周

囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略

別 表
壬 生 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園 、 お も

ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 、 壬 生 町 立 や す

づ か 保 育 園 、 壬 生 町 立 い な ば 保 育

園 、 壬 生 町 立 す け が い 保 育 園 、 障

害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び 介 護 老

人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ ぞ れ 周

囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略

（ 環 境 保 全 課 ）　
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　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第141号
　平成31（2019）年度における自衛官候補生の募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和
29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により
告示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生（男子・女子） 平成31（2019）年４月１日（月）～同年５月22日（水）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第142号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のと
おり定めたので告示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 試 験 期 日 試験場の名称 試験場の位置

自衛官候補生
（男子・女子）

平成31（2019）年６月１日（土）
平成31（2019）年６月２日（日）

陸上自衛隊北宇都宮駐屯
地

宇都宮市上横田町1360番
地

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第143号
　学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の規定により、平成31（2019）年３月７日付けで、次の
とおり専修学校の設置を認可した。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 設 置 者 課 程 別 修業年限 定員

NIKKO外語観光専門
学校

日光市鬼怒川温泉大原字坂ノ下851番
地１

学校法人行
廣国際学園

専門課程 ２年 80人

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第144号
　行政不服審査法（平成26年法律第68号）第51条第２項ただし書の規定に基づき、公示の方法により裁決の送
達をする。
　　平成31（2019）年３月26日

栃 木 県 告 示 第 百 四 十 号

　 悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　　 平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

別 表
壬 生 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園 、 お も

ち ゃ の ま ち 幼 稚 園　　　　　　　

　　　　　 、 壬 生 町 立 い な ば 保 育

園　　　　　　　　　　　　 、 障

害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び 介 護 老

人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ ぞ れ 周

囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略

別 表
壬 生 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園 、 お も

ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 、 壬 生 町 立 や す

づ か 保 育 園 、 壬 生 町 立 い な ば 保 育

園 、 壬 生 町 立 す け が い 保 育 園 、 障

害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び 介 護 老

人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ ぞ れ 周

囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略

（ 環 境 保 全 課 ）　
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　送達を受けるべき者の住所及び氏名
審査請求書に記載された住所　栃木県鹿沼市深程466
現　所在不明
審査請求人　水戸部　憲一

２　公示事項
　審査請求人が平成29（2017）年10月６日付けで提起した審査請求について、平成31（2019）年２月21日付
けで裁決をしたが、裁決書の謄本は栃木県保健福祉部保健福祉課において保管し、いつでもこれを交付する
ので、審査請求人は同課に出頭の上、受領されたい。

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第145号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

芳賀赤十字病院 真岡市中郷271 日本赤十字社
社長　近衞　忠煇

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

日本調剤　真岡薬
局

真岡市中郷281 日本調剤株式会社
代表取締役社長　三津原　博

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

ウエルシア薬局　
上三川しらさぎ店

上三川町しらさぎ
２-32-23

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役　水野　秀晴

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

カワチ薬局　城内
店

栃木市城内町２-
２-17

株式会社カワチ薬品
代表取締役　河内　伸二

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

ひばり調剤薬局 真岡市中郷280 株式会社リーフ
代表取締役　滝口　郁人

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

さくら薬局 宇都宮市宿郷３-
20-12

ＭＡＣアドバイザリー株式会
社
代表取締役　花木　聡

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

コスモ薬局　真岡
店

真岡市熊倉町931 ファーマシー中山株式会社
代表取締役　中山　克憲

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

ココカラファイン
薬局　芳賀日赤病
院前店

真岡市中郷・萩田
土地区画整理事業
地内11街区１

株式会社ココカラファインヘ
ルスケア
代表取締役　塚本　厚志

平成31（2019）年
３月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第146号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援
医療の種類
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ココカラファイン
薬局　芳賀日赤病
院前店

真岡市中郷・萩田
土地区画整理事業
地内11街区１号

株式会社ココカラファインヘ
ルスケア

平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

ウエルシア薬局　
上三川しらさぎ店

上三川町しらさぎ
２丁目32番地23

ウエルシア薬局株式会社 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

はぁと薬局 下野市大光寺１-
11-11

株式会社リアン 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

ワイアンドワイ薬
局

壬 生 町 福 和 田
1003-７

有限会社ワイアンドワイ 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第147号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日 自 立 支 援
医療の種類 担当する医療

モオカ内科・腎クリ
ニック（真岡メディ
カルクリニック）

真岡市荒町３
丁目49-６

医療法人環の会 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

じん臓に関す
る医療

芳賀赤十字病院 真岡市中郷
271（真岡市
台町2461）

日本赤十字社 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

じん臓、小腸
及び口腔に関
する医療

一般財団法人とちぎ
メディカルセンター
とちぎメディカルセ
ンターしもつが（と
ちぎメディカルセン
ター下都賀総合病
院）

栃木市大平町
川連420番地
１（栃木市富
士見町５-32）

一般財団法人と
ちぎメディカル
センター

平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

じん臓、整形
外科及び心臓
脈管外科に関
する医療

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日 自 立 支 援
医療の種類

ひばり調剤薬局 真岡市中郷 280
（ 真 岡 市 田 町
2560-10）

株式会社リーフ 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

日本調剤　真岡薬
局

真岡市中郷 281
（ 真 岡 市 田 町
2560-19）

日本調剤株式会社 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

くらしげ調剤薬局 鹿沼市西茂呂２-
10-16（鹿沼市西
茂呂２-10-６）

有限会社クラシゲ 平成31（2019）年
３月１日

育成医療及び
更生医療

　※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第148号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日 自 立 支 援
医療の種類 担当する医療

齊藤内科医院 大田原市新富町
３-４-18

医療法人広志会 平成31（2019）年
２月16日

更生医療 じん臓に関す
る医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第149号
　次の事業の土地改良事業計画を定めたので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第５項の規定によ
り公告する。
　なお、同法第87条第５項の規定により、土地改良事業計画書の写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供
する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第87条第６項の審査請
求をすることができる。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所轄農業振興事務所

県営馬門地区土地改良（区画整
理）事業

平成31（2019）年３月
27日から同年４月23日
まで

平成31（2019）年５月
８日

下都賀農業振興事務
所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第150号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成31（2019）年３月26日から同年４月24日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　121号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前
日光市豊田1718-１から
日光市今市1371-13まで

8.0 ～ 9.0 164.8

後Ａ
日光市豊田1718-１から
日光市今市1371-13まで

8.0 ～ 9.0 164.8
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後Ｂ
日光市豊田1345-３から
日光市豊田1345-１まで

5.2 ～ 12.8 300.7

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮笠間線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

１

前 宇都宮市鐺山町字川原891番３から
宇都宮市氷室町字中妻西1708番１まで 8.5 ～ 20.8 3608.5

後Ａ 宇都宮市鐺山町字大久保86番９から
宇都宮市氷室町字千波野2785番12まで 9.5 ～ 16.5 375.0

後Ｂ 宇都宮市鐺山町字川原891番３から
宇都宮市氷室町字中妻西1708番１まで 22.0 ～ 35.0 3588.5

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　鹿沼足尾線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

15
前 鹿沼市中粕尾字茂手向900-３から

鹿沼市中粕尾字堤渕1076まで 7.5 ～ 23.9 251.4

後 鹿沼市中粕尾字茂手向900-３から
鹿沼市中粕尾字堤渕1076まで 9.5 ～ 24.6 251.4

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　石裂上日向線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

240
前 鹿沼市加園字宮地632-３から

鹿沼市加園字八幡越路588-２まで 12.4 ～ 36.3 343.0

後 鹿沼市加園字宮地632-３から
鹿沼市加園字八幡越路588-２まで 12.4 ～ 35.0 343.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第151号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成31（2019）年３月26日から同年４月24日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

14 主 要 地 方 道
鹿 沼 日 光 線

鹿沼市上日向52-11から
鹿沼市上日向314-１まで

平成31（2019）年
３月27日10時

53 一 般 県 道
栃 木 田 沼 線

栃木市皆川城内町字宿1867-２から
栃木市皆川城内町字宿1867-２まで

平成31（2019）年
３月26日

81 一 般 県 道
上 久 我 栃 木 線

栃木市西方町本城字堰下1049-５から
栃木市西方町本城字天神川原1175-６まで

平成31（2019）年
３月26日

81 一 般 県 道
上 久 我 栃 木 線

栃木市西方町本城字天神川原1174-１から
栃木市西方町本城字蔵屋敷1387-９まで

平成31（2019）年
３月26日

240 一 般 県 道
石 裂 上 日 向 線

鹿沼市加園字木ノ下680-４から
鹿沼市加園字八幡越路588-２まで

平成31（2019）年
３月26日

324 主 要 地 方 道
栃 木 佐 野 線

栃木市泉川町字辻234-１から
栃木市泉川町字辻232-１まで

平成31（2019）年
３月26日

324 主 要 地 方 道
栃 木 佐 野 線

栃木市皆川城内町字宿1833-３から
栃木市皆川城内町字宿1868-９まで

平成31（2019）年
３月26日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第152号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、小山市思川西部土地区画整理組合の
定款の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　組合の名称　小山市思川西部土地区画整理組合
２　事業施行期間　平成26（2014）年２月７日から平成33（2021）年３月31日まで
３　施行地区　小山市大字立木字寺ノ前の全部並びに字新道、字寺ノ南、字寺ノ内、字堤内、字十二所、字

上宿、字村南、字膳棚、字間々下、字天神、字堀本及び字大日川原の各一部
４　事務所の所在地　栃木県小山市立木1410番地１
５　設立認可の年月日　平成26（2014）年１月31日
６　変更の内容　役員の定数に関する規定の変更
７　変更認可の年月日　平成31（2019）年３月18日
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第153号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、小山市思川西部土地区画整理組合の
事業計画の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　組合の名称
小山市思川西部土地区画整理組合

２　事業施行期間
平成26（2014）年２月７日から平成33（2021）年３月31日まで

３　施行地区
　小山市大字立木字寺ノ前の全部並びに字新道、字寺ノ南、字寺ノ内、字堤内、字十二所、字上宿、字村
南、字膳棚、字間々下、字天神、字堀本及び字大日川原の各一部
４　事務所の所在地
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栃木県小山市立木1410番地１
５　設立認可の年月日
平成26（2014）年１月31日

６　変更の内容
施行期間及び資金計画

７　変更認可の年月日
平成31（2019）年３月18日

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第154号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、次の都市計画事業を認可したので、同法
第62条第１項の規定により告示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
真岡市

２　都市計画事業の種類及び名称
宇都宮都市計画公園事業６・５・301号真岡市総合運動公園

３　事業施行期間
平成31（2019）年３月26日～平成37（2025）年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
栃木県真岡市小林字宮田、字高木及び字同路原地内

⑵　使用の部分
なし

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第155号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により昭和39年建設省告示第1945号足利佐野都市
計画下水道事業足利市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条
第１項の規定により告示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
足利市

２　都市計画事業の種類及び名称
足利佐野都市計画下水道事業足利市公共下水道

３　事業施行期間
昭和39（1964）年７月31日～平成37（2025）年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
　昭和39年建設省告示第1945号、昭和45年栃木県告示第222号、昭和46年栃木県告示第256号、昭和47年
栃木県告示第240号、昭和48年栃木県告示第931号、昭和50年栃木県告示第274号、昭和55年栃木県告示
第1068号、昭和62年栃木県告示第230号、昭和63年栃木県告示第976号、平成元年栃木県告示第892号、
平成７年栃木県告示第156号、平成10年栃木県告示第501号、平成13年栃木県告示第471号、平成15年栃
木県告示第228号、平成18年栃木県告示第293号、平成19年栃木県告示第523号、平成22年栃木県告示第
609号及び平成24年栃木県告示第153号の事業地から川崎町、鵤木町並びに葉鹿町を除きすべて削り、川
崎町、鵤木町並びに葉鹿町地内において事業地を変更する。
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑵　使用の部分
　昭和39年建設省告示第1945号、昭和45年栃木県告示第222号、昭和46年栃木県告示第256号、昭和47年
栃木県告示第240号、昭和48年栃木県告示第931号、昭和50年栃木県告示第274号、昭和55年栃木県告示
第1068号、昭和62年栃木県告示第230号、昭和63年栃木県告示第976号、平成元年栃木県告示第892号、
平成７年栃木県告示第156号、平成10年栃木県告示第501号、平成13年栃木県告示第471号、平成15年栃
木県告示第228号、平成18年栃木県告示第293号、平成19年栃木県告示第523号、平成22年栃木県告示第
609号及び平成24年栃木県告示第153号の収用の部分とした事業地から川崎町、鵤木町並びに葉鹿町を除
きすべてを使用の部分とし、川崎町、鵤木町並びに葉鹿町地内を加える。

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第156号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の21第１項の指定確認検査機関について、同法第77条の34第１
項の規定により、確認検査の業務を廃止する旨の届出があったので、同条第３項の規定に基づき次のとおり公
示する。
　　平成31（2019）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定 番 号 指定確認検査機関
の 名 称

確認検査業務
を行う事務所
の 所 在 地

指 定 の 区 分 業 務 区 域 廃 止 す る
年 月 日

栃木県知事
第１号

公益財団法人とち
ぎ建設技術セン
ター

宇都宮市竹林
町1030番の２

省令第15条第１号、第２
号、第９号及び第10号に
掲げる区分

栃木県の全域 平 成 31
（2019）年
３月31日

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────


